
 

令和６年度さいたま市総合教育会議 

次 第 
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令和５年度 第２回総合教育会議に関する取組状況等について（R6.3.21開催）

◎「こどもまんなか社会」の推進・少子化対策について
・本市にこどもまんなか・少子化対策会議を設置した旨を報告する。

• 本市の少子化・子育てをめぐる現状と課題を多角的に検証する委託調査「子育て支援策検証
業務」において、子育て支援施策に加え、英語教育の充実や自校式給食など本市の教育環境
についても幅広く検証を行った。

• また、令和７年度からスタートする「第３期さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の策定
に向けた子どもの意見聴取の一環として、子ども・若者ワークショップやタウンミーティングの実
施に加え、市内５校の小・中学生２４名と市長が意見交換を行った。

• 子育て支援策検証業務の結果や小・中学生などの意見は、「第３期さいたま子ども・青少年の
びのび希望プラン（素案）」の重点施策（「こどもまんなか社会の実現」及び「少子化対策の推
進」）を中心に反映し、本年３月末までに策定する予定である。

• 同プラン策定後は、子ども向け概要版を作成し、市立学校の全児童生徒に周知を図る予定で
ある。

資料１



令和５年度 第２回総合教育会議に関する取組状況等について（R6.3.21開催）

◎コミュニティ・スクールについて（１/２）
子どもたちの成長を支え、よりよいコミュニティの形成に寄与するため、学校、家庭、地域が
目標やビジョンを共有し連携・協働する 「コミュニティ・スクール」の取組強化について協議
する。

《実践事例集》
• 市立全校の実践事例をまとめた『コミュニティ・スクールとスクールサポートネットワークの一体的
推進に係る実践事例集』を作成した。

• 市立全校から実践事例集が提出され、これまでの各校の取組が協働活動として実を結んでいる
ことが確かめられた。学校運営協議会で子どもが意見を表明する機会や、子どもが地域社会の中
でエージェンシーを発揮して主体的に協働活動に参画する取組も見られ、成果と捉えている。
（3月中に市ホームページ等で公開予定）

《研究協力校》
• 子どもたち自身のエージェンシーをはぐくむコミュニティ・スクールのあり方について、2年間の実践
研究を行う研究協力校2校（与野西北小・八王子中）を指定した。学校運営協議会における行政
説明や協働活動の視察、管理職との面談等、伴走支援を行うことができた。

《広報》
• コミュニティ・スクール通信「コミ丸」で好事例の具体を共有できる仕組みを整え、本事業に関わる
全ての方への理解の促進を図ることができた。



令和５年度 第２回総合教育会議に関する取組状況等について（R6.3.21開催）

◎コミュニティ・スクールについて（２/２）
子どもたちの成長を支え、よりよいコミュニティの形成に寄与するため、学校、家庭、地域が
目標やビジョンを共有し連携・協働する 「コミュニティ・スクール」の取組強化について協議
する。

《アンケート調査》

• 令和3年度と令和5年度のアンケート調査結果を比較・分析し、その結果、コミュニティ・スクールの導入

により学校・家庭・地域相互の心理的距離が縮まり、地域総がかりで子どもたちを育てる当事者意識が

高まっていることや、子どもたちの活躍の機会の創出により、子どもたちのエージェンシーが育成され、社

会貢献意識や地域への帰属意識の高まりが期待できることがわかった。

• 一方、保護者に本事業の取組が十分に伝わっていないという課題も見えてきた。

• 調査結果と分析を市ホームページに掲載し、制度の導入による効果や影響を広く周知することで、コミュ

ニティ・スクール推進の機運の醸成を図る。

《研修》

• アンケート調査の結果を受け、管理職、教職員に加えて、公民館長やPTA会長を対象に研修会を実施し

たことで、学校・家庭・地域の三者が「教育の当事者」として連携・協働していく風土の醸成を図ることが

できた。

《市長部局との連携》

・ 放課後子ども居場所事業のモデル校実施が円滑に推進できるよう、子ども未来局所管課が当該校の学

校運営協議会に参加し、 周知を図った（令和７年度モデル校９校）。



さいたま市教育委員会
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■国の動向について

文部科学省は、学校教育の質の向上のため、教師が教師でなければできないことに集中できるようにするため、
学校・教師が担う業務の適正化を推進している。また、一人ひとりの教師が多様な業務を抱える「個業」から、
業務の一部を他の教師と分担する「協働」へのシフトチェンジの徹底を図るとともに、教育委員会が学校に伴
走しつつ、３分類に基づく業務適正化の徹底、調査の精選、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DX
の加速化等の必要性を示している。

基本的には学校以外が担
うべき業務

学校業務だが、
必ずしも教師が担う必要

のない業務

教師の業務だが、
負担軽減が可能な業務

①登下校に関する対応
②放課後から夜間などにおける見回り、
 児童生徒が補導された時の対応
③学校徴収金の徴収・管理
④地域ボランティアとの連絡調整
※その業務の内容に応じて、地方公共団体や教
育委員会、保護者、地域学校協働活動推進員や
地域ボランティア等が担うべき

⑤調査・統計等への回答等
（事務職員等）
⑥児童生徒の休み時間における対応
（輪番、地域ボランティア等）
⑦校内清掃
（輪番、地域ボランティア等）
⑧部活動（部活動指導員等）
※部活動の設置・運営は法令上の義務ではない
が、ほとんどの中学・高校で設置。多くの教師
が顧問を担わざるを得ない実態。

⑨給食時の対応
（学級担任と栄養教諭等との連携等）
⑩授業準備
（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑪学習評価や成績処理
（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑫学校行事の準備・運営
（事務職員等との連携、一部外部委託等）
⑬進路指導
（事務職員や外部人材との連携・協力等）
⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応
（専門スタッフとの連携・協力等）

※新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）（第213号）（平成31年1月25日）

学校における働き方改革のさらなる加速化に向けて
「令和の日本型教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（令和６年 中教審部会審議のまとめ）

学校・教師が担う業務に係る３分類
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＜概要＞
１ 学校における働き方改革の推進
（１）教育委員会における実施の確保のための措置
（２）学校における実施の確保のための措置

２ 組織的な学校運営及び指導の促進
・主務教諭の配置

３ 教員の処遇改善（令和８年１月１日施行）
（１）高度専門職にふさわしい処遇の実現
・教職調整額の段階的引き上げ

（２）職務や勤務に応じた処遇の実現
・学級担任への特別手当

【教育委員会 義務付け】
・教員の業務量の適切な管理と健康・福祉
を確保するための措置を実施するための
業務量管理・健康確保措置実施計画の策
定・公表

・計画の内容及び実施状況について、総合
教育会議への報告

【学校 義務付け】
・学校評価の結果に基づき講ずる学校運営
の改善を図るための措置を計画と紐づけ

・学校運営協議会の承認を得ることとなっ
ている学校運営に関する「基本的な方
針」に、業務量管理・健康確保措置の実
施に関する内容を含める

（令和８年４月１日施行）

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正（令和７年２月）

■国の動向について
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学校教育に携わる全ての人々が同じ方向を見ながら取り組めるよう「さいたま市立学校における働き
方改革」グランドデザインを策定し、働き方改革を推進している。

さらに働き方を進めていくためには、地域・保護者の理解、協力が欠かせない
4

■本市の取組



■本市の取組
グランドデザイン策定し、学校と教育委員会が一丸となり、総合的・計画的に学校における働き方改革を進めている。
＜これまでの取組＞

＜令和７年度の取組＞

教育委員会からの学校宛調査、報告等の縮減 学校宛に依頼する調査を把握し、内容を精査することで発出文書の縮減を図る。

チラシの電子化（R6〜試行） イベント、体験等の後援チラシをホームページに掲載することで、配布等にかかる負担の軽減を図る。

年間授業日数の見直し 土曜日に教育活動を実施する場合は、振替休業日を設定する。年間授業日数が減ることで、教職員が児童生徒と
向き合う時間が増える。また、教職員の専門性の向上を図るための研修に当てることで、教育の質の向上を図る。

校務におけるＩＣＴの活用 各学校におけるデジタル採点アプリ、保護者連絡ツール、生成ＡＩの活用推進 87％
保護者対応映像資料の作成 教職員の保護者対応の負担軽減を図るため映像資料の作成、活用

給食費の公会計化 給食費の公会計化による教職員の負担軽減 89.7％
スクールサポートスタッフの配置 印刷、事務補助等を行う職員として、スクール・サポート・スタッフを、過大規模校を中心に配置 92％

学校における電話対応を勤務時間内とする取組 勤務時間外は自動音声メッセージによる対応 90％
部活動指導員の配置 教員の負担軽減と技術指導の充実 93％
長期休業中におけるテレワークの実施 教職員の柔軟な働き方の推進 92％
学校閉庁日の設定 市民の日、県民の日、夏季休業中５日間、冬季休業中の１日 76.2％

取組に対しての
肯定的な回答
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■本市の教職員の現状及び課題

教員という仕事にやりがいや満足感を感じている割合
R２ R３ R４ R５ R６

９３.５％ ９２.３％ ９２.８％ ９２.９％ ９２.９％
1位 児童生徒により良い変容が見られたとき 78.7%

２位児童生徒に学力が身についたと実感した
とき 61.6%

３位児童生徒から感謝されたとき 56.0%

４位児童生徒と協働して成果を上げたとき 53.2%

やりがいや満足感を感じたとき

教員は子どもとのかかわり合いの中で、
やりがいや満足感を感じることができる。

１人当たりの時間外在校等時間の平均の推移 平均（時間：分）
H３０ R１ R２ R３ R４ R５ 増減(H３０→R５)

５２：０２ ４７：４０ ４１：５９ ３８：４９ ３６：２０ ３４：４２ −１７：２０
１人当たりの時間外在校等時間が８０時間超の割合

H３０ R１ R２ R３ R４ R５ 増減(H３０→R５)

１６.９% １１.５% ７.０% ５.８% ４.３% ２.９% −１４.０ポイント

各年度１１月調査
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■本市の教職員の現状及び課題

負担や多忙感を感じている校務

R２ R３ R４ R５ R６
８８.３％ ８８.４％ ８８.１％ ９０.５％ ８９.２％

１位 成績処理 51.6%

１位 事務/報告書作成 51.6%

３位 保護者/PTA対応 49.4%

４位 生徒指導【個別】 48.7%

負担や多忙感を感じている要因

１位 業務量が多い 70.4%
２位 業務の割振りが偏っている 30.0%

３位 家庭や地域からの要望に応えるこ
とが難しい 23.9%

４位 健康面や家族の介護などプライ
ベートでの課題を抱えている 16.2%

負担や多忙感を感じている割合

校長 副校長・
教頭

主幹教
諭 教諭 養護教

諭
栄養教
諭 全職種 R５

全職種

PTAの関連活動へ
の協力 21.4% 46.2% 21.1% 20.4% 7.0% 20.3% 21.1% 21.9％

保護者/PTA対応において、負担を感じている校務
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■本市の教職員の現状及び課題

＜本市の働き方改革における成果＞

＜本市の働き方改革における課題＞

●残業時間や１人当たりの時間外在校等時間が８０時間超の割合の減少

●教員という仕事にやりがいや満足感を感じている割合の高さ

●成績処理や事務作業などの業務量が多いと感じている教員が多い

●家庭や地域からの要望に応えることに対して負担を感じている教員が多い

市長部局と連携し、学校における働き方改革について
家庭や地域の理解を得られる方法を検討する必要がある

⇒教職員用コンピュータ及び校務支援システムの更新に向け、次世代型校務支援システムについて
市教委と学校が一体となって検討を進め、教職員の負担軽減につながるシステムを構築していく

⇒学校における働き方改革について、家庭・地域の理解が中々浸透していない
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■他市の事例＜宇都宮市＞

＜市長・教育長の連名の
メッセージを発信＞

「教職員の働き方改革について」
市長と教育長の連名での

メッセージ付のチラシを発出

周知方法

〇地域の方
⇒自治会を通じて発信

〇保護者
⇒市教育委員会から発信
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■他市の事例＜大阪市＞
＜市長メッセージの発信＞

「教職員の働き方改革について」
市長メッセージ付のチラシを発出

周知方法

〇地域の方
⇒自治会を通じて発信

〇保護者
⇒学校から発信

市長部局と教育委員会事務局が
連携して周知している。
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■協議内容
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